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平 成 2 3 年 3 月 1 7 日

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例

1 改 正趣旨

外国の地方公共団体の機関等に派遣 される職員の給与について、国の制度改正を踏まえ、

区からの派遣給 と派遺先機関か らの報酬 との合計額が、外務公務員給与を超えないように

す ることを目的に、所要の改正を行 う。

2 改 正内容

現行制度では、派遣先機関か らの報酬額の多寡に関わ らず、最低でも100分の70の派遣給

が区か ら支給 され ることになってお り、派遣先機関か らの報酬 と区か らの派遣給を合わせた

派遣職員の給与総額が外務公務員給与を上回る場合であっても調整の余地が無いことか ら、

区か らの派遣給の支給宇l合を100分の100以内に改正する。
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 (改正部分抜粋)

外 国の地方公共団体の機 関等 に派遣 さね′る職員 の処遇等 に関す る条例の
一部 を改正す る条例 新 旧対照表

現 行 改 正

(一般の派遣職員の給与)

第4条  派 遣職員のうち、地方公務員法第 57

条に規定する単純な労務に雇用されるもの

である派遣職員以外の者 (以下第 7条 まで

において 「一般の派遣職員」という。)に

は、その派遣の期間中、給料、扶養手当、

地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞ

れi理0分の 70を支給する。ただし、
一
壁の

型匹塑輩圭変斐華室逝塑上至圭型生全ところによ

上主_企料、扶養手当、地域手当、住居手当

基 型 墜

堕童室造工ることどできる.

2 -校 の派遣職員の派遣先の機関の特殊事

情により、給与を支給することが著しく不

適当であると認められるときは、前項本文

の規定にかかわらず、人事委員会の承認を

得て当該一般の派遣職員には給与を支給し

ない      。

(第3項省略)

(一般の派遣職員の給与)

第 4条  派 遣職員のうち、地方公務員法第 57

条に規定する単純な労務に雇用されるもの

である派遣職員以外の者 (以下第 7条 まで

において 「一般の派遣職員Jと い う。)に

は
主

により_営その派遣先の勤務に対して報Wlllが

支給されないとき、又は当該勤務に対 して

支給される報酬の額ど低V全と認められる

ときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、

地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞ

れ 1 0 0 分の 1 0 0 以内を支給
▼
す
~ る

(

2 派 遣先の機関の特殊事情により、給与を支

給することが箸 しく不適当であると認めら

れるときは、前項の規定にかかわらず、人事

委員会の承認を得て一
般の派遣職員には給

与を支給 モンないiぅの力する。

(第3項 現行に同じ)

十寸 員」

(施行期 日)

上  こ の条例は、平成23年 4月 1日 から施行す

る。

(経過措置)

下 「施行日」とい

う。)の 前 日から引き続き派遣されている職

員 (特別区人事委員会規則で定める職員を除

K豊 旦里径盗逸行 日におけるこの条例による

改正後の外国の地方公共団体の機関等に派

遣 される職員の処遇等に関する条例 (以下

「新条例Jと いう。)第 4条 第 1項 の規定に

塑員L おいて
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現 行

方公共団体の機関等L派 遣される職員の処

遇等に関する条例 (以下 「旧条例」という。)

第 4条 第 1項 の規定による給与の支給割合

(以下この項において 十旧支給割合」とい

う。)に 達しないときは、旧支給割合から新

支給告」合を減 じた割合に次の各号に掲げる

期間の区分に応 じ当該空号|こ定める害J合を

丞二玉輩盤套」合を新支給害J合に力『えた割合

を、当該職員に係る新条例第4条 第 1項の規

定による給与の支給害」合とするハ

11)施 行日から平成24年3月 31日量で 100

分の100

1分 平 成24年4月 1日 から平成25年3月 31

日まで 100分 の70

目まで 100分の40

軸

新たに派遣され、又は派遣の期間が更新され

襲 二孫る当該新たに派遣され、又は

派遣の期間が更新された日における新条例

第 4条 第 1項 の規定による給与の支給割合

(以下こ2項 において r新支給害J合」とい

う。)が 、これらの日において旧条例第4条

Q

な空 ときは、旧支盗害Ⅲ合から新支給室J合を減

じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に

合を新支給害1合に加えた割合を、当該職員に

係る新条例第4条 第 1項 の規定による給与

111 施行日から平成24年3月 31日まで 190

分の100

12 平 成24年4月 1日から平成25年3月 31

日まで 100分 の70

1引 平 成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月
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31日 まで 100分 の 40


